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第 15 回定時会員総会・第 75 回理事会　開催報告　

令和8年6月11日、当協会は第15回定時会員総会を、名古屋市中区の名古屋クラウンホテルで開催しました。

議長を務める拝郷会長の進行の下、第1号議案「2025年度事業報告、そして、貸借対照表、正味財産増減計算
書、財産目録等」、第2号議案「定款一部変更」、第3号議案「役員報酬等に関する規程の一部改正」、第4号議案
「任期満了等に伴う役員選任」、第5号議案「常勤理事および外部監事の報酬」を上程し、いずれも異議なく承認

可決されました。併せて、報告事項として「2026年度事業計画お
よび収支予算」を報告しました。

また、同日、総会に続き開催しました第75回理事会において、
「会長、副会長および専務理事の選定」「部会長および副部会長
の選定」を上程し、出席理事全員一致で可決されました。

会 員 懇 談 会

総会後、会員懇談会を開催しました。

冒頭で、理事会において決定した会長・副会長の新
たな体制を報告した後、引き続き会長を務めることと
なった拝郷会長から、会員懇談会の開会にあたっての
挨拶がありました。

会長は、平素から当協会の活動に対して理解と協力
を寄せている会員企業、愛知労働局をはじめとする行
政機関、関係団体に対し感謝の意を表された後、社会
情勢が大きく変化する中で、企業を取り巻く環境も大
きな転換期を迎え、少子高齢化による生産年齢人口
の減少、高年齢労働者や外国人材の増加、多様な働き
方の浸透、さらにはデジタル化やAI技術の進展など、
企業が対応すべき課題は年々増加しているが、そのよ
うな変化の時 代にあっても、労働関係法令の普及促
進、労働条件の向上、労働災害の防止という当協会の
使命は変わることがないと強調されました。

また、今年度の事業として、多様な働き手が健康で
安全に働くことのできる職場づくりを支援するため、
各種セミナーや講習会を積極的に開催する方針を示し
た。特に技能講習については、受講者の意見を取り入
れながら運営改善を進めるほか、外国人労働者の増
加に対応し、外国語による講習を充実させることで、
多様な人材が安心して受講できる環境整備を進める考
えを述べました。

続いて、会員懇談会第１部として、愛知労働局長の
小林洋子氏による「令和8年度愛知労働局行政運営方
針」の講演が行われました。その要旨は以下のとおり
です。

愛知県の雇用情勢については、令和8年4月時点の
有効求人倍率は1. 21倍であり、13か月ぶりに上昇し
た。一方で、多くの企業からは依然として人手不足の声
が寄せられており、物価上昇や国際情勢の変化による
企業収益への影響も懸念されていることから、今後も
雇用動向を注視していく必要がある。

そのうえで、令和8年度の行政運営については、「賃
上げ支援と非正規雇用労働者支援」「人材確保支援と
リスキリング推進」「多様な人材の活躍促進と職場環

拝郷会長

小林局長
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境改善」の三つを重点施策として取り組む。

第一の柱である賃上げ支援については、物価上昇に
賃金の上昇が十分追いついていない現状を踏まえ、中
小企業の賃上げを後押しすることが重要である。厚生
労働省の助成金だけでなく、中小企業庁の補助金や自
治体の支援制度も含めて活用しやすい形で情報提供
を行い、生産性向上と賃上げの好循環を実現したい。
また、適切な価格転嫁を進めるため、労務費の価格転
嫁指針や下請法改正に関する周知活動も強化する。

最 低 賃 金 は 、愛 知 県 の 最 低 賃 金 が 現 在 時 間 額
1,140円となっているが、今後も地域経済や企業実態
を踏まえながら適切な審議を進めるとともに、制度の
周知徹底と監督指導を行っていく。

また、同一労働同一賃金制度について、令和8年10
月からガイドラインが改正される。改正では、退職手
当や住宅手当などについても不合理な待遇差がない
かを確認する必要があり、企業には改めて各種手当の
目的や支給基準を見直していただきたい。

第二の柱である人材確保支援では、ハローワークの
機能強化を中心に施策を展開する。企業訪問を通じて
求人票だけでは分からない職場の魅力や働きやすさ
などの情報を収集し、求職者とのマッチング精度向上
を図る。また、求職者向けにはオンライン相談予約シ
ステムを導入し、利便性向上を進める予定である。

さらに、人手不足が深刻な看護、介護、保育、運輸、
警備、建設の六分野については重点的な支援を実施す
る。特に看護・介護・保育分野では「求人充足プロジェ
クト」を展開し、事業所訪問や専門担当者による支援
を強化する。加えて、DXや生成AIの普及を背景に、デ
ジタル人材の育成も重要課題として位置付けられ、公
的職業訓練におけるデジタル分野の定員拡大や、企業
向けのリスキリング支援を進めることで、生産性向上
と人材育成を支援していく。

第三の柱である多様な人材の活躍 促進では、女性
活躍推進、障害者雇用促進などが重点施策である。

女性活躍については、愛知県では女性の就業率は高
い一方で、管理職比率や男女間賃金格差の面では全
国平均を下回る状況がある。令和8年4月からは、常時
雇用する労働者が101人以上の企業に対して、男女間
賃金格差および女性管理職比率の公表が義務化され
ている。単に数字を公表するだけでなく、その背景を

分析し、改善につなげることが重要である。

障害者雇用については、愛知県の実雇用率が過去
最高を更新したものの、法定雇用率達 成にはなお課
題がある。企業への支援や助成制度の活用促進、就職
後の定着支援などを通じて、さらなる雇用拡大を図る。

また、ハラスメント対 策として、今 年10月から、カ
スタマーハラスメント対策および求職者に対するセク
シュアルハラスメント防止措置が 事業 主の義 務とな
る。相談体制の整備、対応方針の明確化、被害者保護
等の措置が求められるため、企業は早期の準備が必
要である。

労働時間対策については、長時間労働の是正や過
労死防止に向けた監督指導を継続することが示され
た。特に時間外労働が月80時間を超えると考えられる
事業場に対して重点的な指導を行うほか、建設業や自
動車運転業務など時間外労働上限規制の適用対象業
種への支援を進める。

安全衛生対策については、愛知県では令和7年の死
亡災害が30人となり前年より減少したほか、死傷災害
も6年ぶりに減少した。しかし、高年齢労働者や外国
人労働者の災害は依然として増加傾向にあり、熱中症
や腰痛などの業務上疾病も課題となっている。

その 後、会 場を移し、会員 懇 談 会第2部が 開 催さ
れ、和やかな雰囲気の中で来賓および会員の皆様によ
る活発な意見交換が行われた。

会員懇談会の様子
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役員任期は2年で、第15回定時会員総会（2026年6月11日）において9名の新役員選任を承認いただき、その後の第75回
理事会（同日）を経て、以下の体制となりました。（役職は2026年6月11日現在、敬称略）

役 職 部会長 / 副部会長等 氏 名 所 属・役 職

会　長 － 拝  郷   丈  夫 東邦ガス株式会社　取締役専務執行役員

副会長

安全部会長 伊  村   隆  博 トヨタ自動車株式会社　執行役員生産本部本部長

健康部会長 加  藤   悟  司 名古屋鉄道株式会社　取締役専務執行役員

労災部会長 佐 々 木  敏 春 中部電力株式会社　副社長執行役員

総務部会長 永  谷   哲  洋 大同特殊鋼株式会社　常務執行役員

賃金 ･ 時間部会長 髙  原   一  郎 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　取締役副頭取執行役員

理　事

－ 山  口   高  広 愛知県中小企業団体中央会  会長

－ 有  馬   浩  二 愛知県経営者協会  会長

賃金 ･ 時間部会
山  本   光  子

一般社団法人名北労働基準協会  理事
副部会長 パーソルテンプスタッフ株式会社　相談役
総務部会

森  井   定  正
名古屋東労働基準協会  会長

副部会長 東邦ガス株式会社　執行役員 人事部長
安全部会

志  岐   哲  也
一般社団法人名古屋南労働基準協会  会長

副部会長 三井化学株式会社　理事 名古屋工場長
健康部会

水  谷   宏  義
豊橋労働基準協会  会長

副部会長 ＮＪＴ銅管株式会社　企画管理本部長
賃金 ･ 時間部会

小  島   篤  人
名古屋西労働基準協会　会長

副部会長 ノリタケ株式会社　執行役員待遇 コーポレートサービス総括部 統括部長
健康部会

畔  柳   雅  宏
岡崎労働基準協会  会長

副部会長 岡崎信用金庫  副理事長
健康部会

大  森   輝  英
一宮労働基準協会  会長

副部会長 オーモリホールディングス株式会社  代表取締役社長
安全部会

上  野   正  之
一般社団法人半田労働基準協会  会長

副部会長 ＪＦＥスチール株式会社 知多製造所　総務部長
安全部会

加  藤   幹  雄
一般社団法人刈谷労働基準協会　会長

副部会長 トヨタ車体株式会社　理事
総務部会

坂  元   康  彦
豊田労働基準協会　副会長

副部会長 豊田鉄工株式会社　代表取締役社長
労災部会

田  中   辰  也
瀬戸労働基準協会  会長

副部会長 ネットロジス株式会社　経営執行役社長
労災部会

橋 本 篤  一 郎
津島労働基準協会  会長

副部会長 株式会社橋本製作所　代表取締役
総務部会

佐 々 木  澄 和
江南労働基準協会  会長

副部会長 株式会社東海理化　執行役員 コーポレート本部長
賃金 ･ 時間部会

稲  垣 　   現
西尾労働基準協会　会長

副部会長 株式会社イナテック　取締役

専務理事 事務局長 和 久 井  秀 則 公益社団法人愛知労働基準協会  事務局長

教育事業部長 中  西   弘  毅 公益社団法人愛知労働基準協会  教育事業部長

総務部長 小  林   元  也 公益社団法人愛知労働基準協会  総務部長

監　事

－ 岡 部　 　信 ノリタケ株式会社  取締役専務執行役員

－ 木  村   達  也 三菱重工業株式会社　名古屋航空宇宙システム製作所　所長代理

－ 辰  田   綱  彦 辰田綱彦税理士事務所　税理士

当 協 会 の 役 員 に つ い て
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＜Ⅰ　厚生労働大臣賞＞
１　厚生労働大臣　優良賞（２事業場）

　本賞は、安全衛生に関する水準が特に優秀で他の模範であると認められる事業場又は企業に授与されるものです。
全国で16事業場が受賞されました。
※7月1日にLEVEL XXI東京會舘（東京都千代田区）で執り行われた中央表彰式にて表彰状が授与されました。

・ 株式会社デンソー　阿久比製作所
・ 株式会社大林組・株式会社本間組・株式会社加藤建設特定建設工事共同企業体
　東名阪自動車道（特定更新等）弥富高架橋（下り線）床版取替工事

２　厚生労働大臣　功績賞（１名）
　本賞は、地域、団体又は関係事業場における安全衛生活動において指導的立場にあり、当該地域、団体又は関係事業場の安全衛
生水準の向上発展に多大の貢献をした個人に授与されるものです。全国で30名が受賞されました。
※功績賞は、7月7日愛知産業安全衛生大会 表彰式にて代理で愛知労働局長から表彰状が授与されます。

・ 青木　均　（陸上貨物運送事業労働災害防止協会　前愛知県支部長）

＊全国の厚生労働大臣表彰受賞事業場・団体・個人の名簿は厚生労働省ホームページ（6月16日付け報道発表資料）をご覧ください。

＜Ⅱ　愛知労働局長賞＞
１　愛知労働局長　優良賞（３事業場）

　本賞は、地域の中で、安全衛生に関する水準が特に良好で他の模範であると認められる事業場又は企業に授与されるものです。

・ 日本プラスチック工業株式会社
・ ＮＴＮアドバンストマテリアルズ株式会社　蟹江工場
・ 株式会社ニノミヤ

２　愛知労働局長　奨励賞（７事業場）
　本賞は、地域の中で、安全衛生に関する水準が良好で改善のための取組みが他の模範と認められる事業場又は企業に授与され
るものです。

・ 東洋ドライルーブ株式会社　愛知事業部
・ 三井化学株式会社　名古屋工場
・ 三機工業株式会社　中部支社
・ オーエスジー株式会社　大池工場
・ スギ製菓株式会社　本社工場
・ 株式会社岩間織機製作所
・ 矢作産業株式会社

３　愛知労働局長　安全衛生推進賞（２名）
　本賞は、地域の中で、長年にわたり安全衛生関係の業務に従事し、地域、団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上発展に多大
な貢献をした個人に授与されるものです。

・ 山﨑　勝藏（トヨタ自動車安全衛生協力会　専務理事）
・ 浅野　朝郎（トヨタ自動車株式会社　安全健康推進部 総括室 主幹 担当課長）

※愛知労働局長　各賞は7月7日愛知産業安全衛生大会 表彰式にて愛知労働局長から表彰状が授与されます。

令和８年度　安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者に対する
厚生労働大臣・愛知労働局長表彰 愛知労働局
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愛知労働局（局長 小林洋子氏）は、県内における女性活躍のさらなる推進を目的として、5月19日（火）、女性活躍推進に積

極的に取り組む「えるぼし認定企業」である株式会社ツルタ製作所（刈谷市）を訪問しました。

同社は「人に勝る資源なし、人を創り、未来を創る」を掲げ、中小企業ならではの柔軟性と高い技術力を活かし、自動化が難

しい部品を中心に約15,000種類もの多様な製品を製造しています。製造業でありながら女性従業員比率は4割に達し、管理

職に占める女性比率も17％と、産業平均の3.4％を大きく上回っています。

また、高年齢者や障害者の雇用にも積極的に取り組むなど、多様な人材が活躍できる職場づくりを進めている点が高く評価さ

れ、今回の訪問先として選定されました。

訪問当日、小林局長は工場を視察し、

女性従業員が溶接や機械加工に従事す

る様子を確認しました。代表取締役会

長・社長の鶴田昌宏氏からは、「女性は

法令により重量物の取り扱いは行ってい

ないが、それ以外の作業はすべて対応で

きる」との説明がありました。

続いて行われた意見交換では、女性活躍推進に関する企業方針や、これまでの取組によって得られた成果について意見が

交わされました。鶴田会長・社長は、「入社後6か月間を研修期間とし、安全衛生教育に加えてプレス加工や溶接など一通りの

業務を経験してもらう。そのうえで面談や適性を踏まえて配属することで、定着率が向上した」と述べられました。

また、取締役総務部部長の酒井さおり氏は、「女性活躍という言葉が一般的でなかった頃から、自身も含め、ライフスタイル

の変化があっても働き続けられる環境づくりを会社全体で考えてきた。その結果、

女性だけでなく高年齢者や障害のある方にとっても働きやすい職場になった」と自

身の経験を交えて話されました。

これらの取組に対し、小林局長は「人材戦略と経営戦略がしっかりと結びついて

いる。女性をはじめ多様な人材の活躍と職場環境整備が進んでおり、他企業への

好事例として広く紹介したい」と述べられました。

※「えるぼし認定」とは、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に

関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に受けることができる厚生労働大臣の認定です。基準を

満たした数に応じて、3つの認定段階があります。

愛知労働局長が「えるぼし認定企業」を訪問しました

工場を視察する様子

小林局長(左)と鶴田会長・社長(右)

鶴田会長・社長から説明を受ける
小林局長(左)と木本雇用環境・均等部長(右)

株式会社ツルタ製作所は、1958年に創業、愛知県刈谷市に本社を構え、自動車部品やフォークリフト用部品など
の製造を行っています。試作から金型設計、量産まで一貫した生産体制、多品種少量生産で、他社が苦手とする製
品も対応、大手自動車メーカーと取引し、売上を伸ばしています。製造業でありながら、女性従業員は 4割と多
く活躍しています。
女性活躍推進に関する取組が評価され、令和 5年 1月には、えるぼし認定（3段階）取得しました。

企業紹介

2026-75



愛知労働局長がカスハラ・就活セクハラについての要請を行いました
令和5年度「職場のハラスメントに関する実態調査」では、顧客等から著しい迷惑行為を受けた労働者が10.8％に達し、職

場環境や企業経営への影響が懸念されています。また、就職活動中のセクシュアルハラスメント被害も31.9％と増加してお
り、社会的関心の高まりが示されています。

こうした状況を踏まえ、令和8年10月1日から改正労働施策総合推進法等が施行され、事業主にはカスタマーハラスメントや
就活セクシュアルハラスメント防止のための措置を講じることが義務づけられます。

これに先立ち、6月19日(金)、愛知労働局 小林局長は愛知県経営者協会および連合愛知を訪れ、改正内容の周知と適切な対
応を進めていただくよう要請が行われました。

厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/
seisaku06/index.html）では、職場におけるハラスメント防止に関する各種情報をご覧いただけます。
また、令和8年10月1日に施行されるハラスメント対策の強化内容につきましては、
今号の 7～8ページ に掲載しています。

災 害 発 生 状 況 愛知労働局

愛知労働局管内死亡災害発生状況　（令和8年6月8日現在の速報値）

月別死亡災害発生状況積算グラフ
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令和8年発生分        ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。
年　別

業　種 令和8年速報値 令和7年同時期
(速報値) 令和7年確定値

製 造 業 2 4 8
食 料 品 製 造 業
化 学 工 業 1 1
鉄 鋼・ 非 鉄 金 属 2 2 2
金 属 製 品 1
一 般・ 電 気・ 輸 送 用 1 1
そ の 他 3

建 設 業 3 1 8 (1)
土 木 工 事 業 1 1 3 (1)
建 築 工 事 業 1 2
そ の 他 1 3

陸 上 貨 物 運 送 事 業 1 (1) 4 (3)
商 　 　 　 　 　 業 1 (1) 5 (3)

卸 売 業 2 (1)
小 売 業 1 (1) 2 (2)
そ の 他 1

清 掃 ・ と 畜 業 1 3
上 記 以 外 の 事 業 4 (1) 1 2 (1)
合 計 11 (2) 7 (1) 30 (8)

愛知県の全産業死亡災害一覧　（令和8年6月8日現在）

発生日時 事故の型／起因物 災害発生状況・原因
R8.5.20.

12:00
激突され

その他の材料 ミキサー内の付着物を落とす作業中、剝がれた付着物（重量約80Kg）が被災者に激突したもの。

	 事業場規模	 9名以下 業種　鉄鋼業 70代 経験	 年
R8.5.21.

2:00
交通事故 (道路 )
トラック トラックを運転中、トンネルの入り口の壁面に激突したもの。

	 事業場規模	 9名以下 業種　道路貨物運送業 　 代 経験	 年
R8.5.25.

16:00
はさまれ･巻き込まれ
その他の動力運搬機 バキュームカーの点検作業を行った際に、タンクとハッチの間に挟まれたもの。

	 事業場規模	 9名以下 業種　清掃･と畜業 20代 経験	 年

愛知県経営者協会 有馬会長（左）と小林局長（右） 連合愛知 可知会長（左）と小林局長（右）

職場におけるハラスメント
防止について
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令和８年 10 月１日からハラスメント対策が強化されます！ 愛知労働局
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和７年法律第33号）により、高年齢労働者の特性に配慮した作業
環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となったことを受け、令和８年２月に、「高年齢者の労働災
害防止のための指針」（エイジフレンドリー指針）を策定し、令和8年4月1日より適用されています。

高年齢者は他の世代と比べて、労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間が長い傾向があります。
社会の高齢化に伴い、高年齢者の労働災害発生率は、今後さらに増加することが予想され、高年齢労働者の特性に配慮した作業環

境の改善、適切な作業の管理等の取り組みが重要です。

事業者は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努め、個々の労働者は、自
らの身体機能等の低下が労働災害リスクにつながり得ることを理解し、労使の協力の下で取組を進めることが必要です。

個別事業場に対するコンサルティング等の活用としては、中央労働
災害防止協会の中小企業安全衛生サポート事業を、補助金については
厚生労働省で実施するエイジフレンドリー補助金を、社会的評価を高
める仕組みについてはSAFEアワード等を活用することができます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/
content/11300000/001702280.pdf）または、今号に同封のリーフレット
をご確認ください。

１. 安全衛生管理体制の確立等

経営トップによる方針表明及び体制整備
・経営トップが高年齢者の労働災害防止対策に取り組む方針を示し、対策の実施体制を明確化します。
・高年齢者の労働災害防止について、安全衛生委員会等において調査審議するなど労使で話し合いましょう。
高年齢者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施

高年齢者の身体機能等の低下等による労働災害の発生リスクについて、災害事例等からリスクを洗い出して対策の優先順位を
検討し、その結果も踏まえ以下の２～５を参考に優先順位の高いものから取組事項を決めましょう。

２. 職場環境の改善

１で実施したリスクアセスメントの結果に基づき、身体機能の低下を補う設備・装置の導入(最優先)と高年齢者の特性を考慮した
作業管理を検討します。

３. 高年齢者の健康や体力の状況の把握
健康状況・体力の状況の把握

・法令で定める健康診断を確実に実施しましょう。
・体力の状況を客観的に把握し必要な対策を行うため、主に高年齢者を対象とした体力チェックを継続的に実施しましょう。
※これらの情報については、適正な取り扱いが必要です。

４. 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置

健康や体力の状況を踏まえて、必要に応じ就業上の措置を講じましょう。
高年齢者の状況に応じた業務の提供

高年齢者の治療と就業の両立については「治療と就業の両立支援指針」に基づく取組に努めましょう。
心身両面にわたる健康保持増進措置

集団及び個々の高年齢者を対象として、身体機能等の維持向上のための取組を実施することが望ましいです。

５. 安全衛生教育
高年齢者に対する教育

・法令に基づく教育等を確実に行いましょう。
・作業内容とそのリスクについての理解を得やすくするには、十分な時間が必要です。高年齢者が経験のない業種や業務に従事
　する場合には、特に丁寧な教育訓練を行いましょう。
管理監督者等に対する教育

高年齢者特有の特性と高年齢者の安全衛生対策について教育を行いましょう。

高年齢者の労働災害防止のための指針（エイジフレンドリー指針）を
策定しました 愛知労働局

事 業 者 が 講 ずべき措 置

労 働 者と協 力して 取り組む事 項

国、 関 係 団 体 等 による支 援
中小企業安全衛生
サポート事業 SAFE アワード エイジフレンドリー

補助金
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外国人雇用管理指針改正の主なポイントについて 愛知労働局

事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して
事業主が適切に対処するための指針」が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に
関する法律に基づき定められています。

このたび、本指針が改正され、段階的に適用となりますので、職場環境の改善や再就職の支援に取り組みをお願いしま
す。改正の主なポイントは以下のとおりです。

令和8年 6月 14日適用

１．同一労働同一賃金ガイドラインが適用されることに留意しましょう
短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者を雇用する事業主は「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不

合理な待遇の禁止等に関する指針」について、外国人労働者を含め、適用を受けることに留意が必要です。

２．外国人労働者の日本語学習支援等に努めましょう
事業主は、日本語教育の推進に関する法律に基づき、国又は地方公共団体が実施する日本語教育の推進に関する施

策に協力するとともに、その雇用する外国人労働者及びその家族に対する日本語学習の機会の提供その他の日本語学
習に関する支援に努めることが定められています。

また、事業主は、外国人労働者が、在留資格の範囲内でその能力を有効に発揮しつつ就労することが可能となるよ
う、日本語能力に配慮した教育訓練の実施等に努めることとされました。
３．外国人雇用状況届出の際に読取アプリを活用しましょう

外国人雇用状況届出を届け出る際、在留カード等の確認に当たっては、出入国在留管理庁が提供する在留カード等
読取アプリケーションを使用し、アプリで読み取った情報と、在留カード等の券面情報の記載を照合することが適切で
す。なお、不法就労関連では、事業主も処罰の対象となりえます。

・不法就労させたり，不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
⇒3年以下の拘禁刑 •300万円以下の罰金（外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知
らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。）
※令和9年4月1日以降は、「5年以下の拘禁刑 •500万円以下の罰金」に引き上げられます。

・外国人の雇入れ又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
　⇒ 30万円以下の罰金

令和8年 10月 1日適用

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する
説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。外国人労働者にも適用されますので留意しましょう。

令和9年 4月 1日適用

育成就労制度が施行します。適正な実施のため、基本方針等の内容に沿った雇用管理が必要です。
・育成就労外国人が目標とする技能及び日本語の能力を修得できるよう取り組むこと
・送出機関が二国間取決めを結んでいる国又は地域の公的機関から推薦を受けている機関

に限られていることなどに留意すること
・育成就労外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額とならないこと
※育成就労関係省令においては、育成就労外国人が送出機関に支払う費用が月給の 2か月

分を超えてはならないとされている
・育成就労外国人に対して転籍制限について説明を行うこと
　などを徹底すること

外 国 人 雇 用 管 理 指 針 の主な 改 正 内 容

外国人雇用管理指針
改正の主なポイント
詳細はこちらから
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これまでの連載では最低賃金制度について紹介してきましたが、今回は家内労働法について取り上げます。愛知労働局賃金課では、最低

賃金法に係る業務のほか、家内労働法に係る業務も所掌しています。家内労働法というと、あまり馴染みのない言葉かもしれません。一方で

「内職」というと、思い当たる方も多いかもしれません。

私がまだ小さい頃の記憶ですが、母親が内職の仕事をしていました。当時は、ニット製品の国内生産が盛んであり、母親は編み機を用い

てセーターを編む仕事をしていました。編み物の工程の最後には、糸始末という余分な糸を取り除く工程があり、子どもである私は、小遣い

欲しさに糸を引き抜く作業の手伝いをしたことを覚えています。そんな記憶が今も残っています。

昭和50年前後の家内労働（内職）は、高度経済成長後期に広く行われていた就業形態の一つであり、専業主婦層を中心に産業の一端を

担う重要な役割を果たしていました。夫は外で正社員として働き、妻は専業主婦という形が一般的であったものの、物価上昇、住居費、養育

費等家計に係る費用負担を補うために、家にいながら収入を得る手段として、内職は広く普及しました。工場における生産工程の一部が委

託という形式で一般家庭に持ち込まれました。受託した家内労働者は、提供された部品や材料を加工し、製品として納めます。これが家庭

内で行われることから「家内労働」と呼ばれる所以です。

家内労働法は昭和45年5月16日に公布され、同年10月1日に施行されました。第1条には「この法律は、工賃の最低額、安全及び衛生その

他家内労働者に関する必要な事項を定めて、家内労働者の労働条件の向上を図り、もつて家内労働者の生活の安定に資することを目的とす

る。」と規定されています。「家内労働者」は「労働者」そのものではありませんので、労働基準法による保護の対象とはなりません。しかし

ながら、家内労働者には労働者的性格があります。形式的には、自営業者である家内労働者ですが、その経済的実態からすれば委託者に従

属しており、使用者と労働者の関係に類似するこうした実情を踏まえ、家内労働者は労働者に準じたものとして扱われ、労働保護立法の対

象とされました。

家内労働法第2条第2項の家内労働者の定義によりますと、次の①～⑤の全ての要件を備えた者が家内労働者に該当します。

　①　製造・加工業者や販売業者（問屋など）またはこれらの請負業者（請負的仲介人を含む。）から委託を受けること。
　②　物品の提供を受け、その物品を部品・附属品または原材料とする物品の製造、加工などに従事すること。
　③　委託業者の業務の目的である物品の製造加工などを行うこと。
　④　主として、労働の対償を得るために働くものであること。
　⑤　本人のみ、または同居の家族とともに仕事をし、常態として他人を使用しないこと。
　

家内労働者は個人で仕事を受けることが多いことから、委託者との力関係が弱く、低い工賃の設定、急な委託の打ち切り、工賃支払いの

遅延等の問題が起きやすい就業形態です。そこで、家内労働法によって、委託者に取引上の一定のルールを課し、最低工賃を設定し、安全

及び衛生の基準を設ける等の措置を講ずることによって、家内労働者を保護していくことになったのです。すなわち、家内労働法は、従来の

労働法体系では十分に保護されなかった人々を救済するための重要な役割を担う法律です。そして、現代においても多様な就業形態が広が

る中で、その意義は依然として重要なものです。自宅で働く方や、副業として内職を行う方にとっても、こうした制度は身近なものといえるで

しょう。

次回は、こうした課題に対応する家内労働法の具体的なルールについて紹介します。

　一宮第第33回回
（全６回）（全６回）

第１〔熱中症に関する法規制の動向〕
熱中症は命に係わる危険な疾患です。労働安全衛生法（以下、安衛法）第

22条は、「高温」等による健康障害防止に必要な措置を講じることを事業主
に義務付けます。「熱中症」とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及
び塩分のバランスが崩れ、体内の調整機能が破綻する等して発症する障害
の総称です。また、「熱中症を生ずるおそれがある作業」とは、暑熱環境によ
る熱ストレスの評価を行う暑さ指数（湿球黒球温度）を指すWBGT値が28
度又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実
施が見込まれる作業をいいます。死亡に至る割合が他の災害の約5～6倍で、
ほとんどが初期症状の放置、対応の遅れが原因とされます。実際にWBGT
値等の条件を満たしてから対応するのでは間に合わず、高温化での作業が

「見込まれる」段階で準備すべきことになります。
このようななか、通達やクールワークキャンペーン等に留まっていた国の

取組みが、労働安全衛生規則（以下、安衛則）そのものに規定されることに
なりました。職場における熱中症重篤化防止のため、安衛則第612条の2が
新設、昨年6月1日から施行され、事業者は、①熱中症のおそれがある作業
従事者を早期に発見し、報告するための体制（連絡先や担当者）を予め整備
し、また②症状悪化を防止するための措置内容（作業からの離脱、身体冷
却、医療機関への搬送等）や実施手順を定め、関係する作業従事者に周知
することが義務付けられています。本稿では、本年3月発出された「職場にお
ける熱中症防止のためのガイドライン」の内容を確認するとともに、安全配
慮義務の観点からも検討します。

熱中症に関する労働安全衛生規定と安全配慮義務
一宮労務管理センター　特定社会保険労務士　宮田 雅史 氏

連載第4回

家内労働法について 佐野 晃 氏（愛知労働局 労働基準部 賃金課長）
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第２〔労働安全衛生法令に定める措置義務と安全配慮義務との関係〕
安衛法は「職場における労働者の安全と健康の確保」のため、事業者に

諸種の措置を講ずべき義務を定めます。違反に対しては行政機関が取り締ま
り、重大な労災事故が発生した場合には、刑事手続きに移行する等、法律上
の位置づけは国と事業者との間の公法上の関係を規定するものです。

安衛法と同じく、労働者が「生命、身体等の安全を確保しつつ労働するこ
とができるよう」使用者の契約上の義務を定めるものに労働契約法5条があ
ります。この安全配慮義務は、信義則に根拠を置く私法上の義務であり、安
衛法の定める措置義務とは別のものといえます。しかし、安衛法は、労働者
の安全・健康確保のための責務をも事業者等に課し（第3条第1項参照）、労
働契約上の安全配慮義務の内容を検討する際の解釈基準となり得ます。

第３〔安全配慮義務と本年3月発出のガイドライン〕
安全配慮義務は、Ⓐ労働者が当該状況下で当該業務に従事すればどのよ

うなリスクが発生するかを予見する義務（結果予見義務）、Ⓑリスクを予見
したのであれば、死亡や健康障害等の結果が発生することを回避する義務
（結果回避義務）に分解できます。

この点、前述のガイドラインは、熱中症リスクに応じて行うことが望ましい
具体的方法を示しており、安全配慮義務を履行するうえでも大いに参考とな
ります。その内容は、下表のとおり、【Ⅰ】「熱中症リスクの評価」と【Ⅱ】「熱
中症リスクに応じた措置」に大別され、安全配慮義務との関係では、概ね
【Ⅰ】がⒶ、【Ⅱ】がⒷにあたります。すなわち、【Ⅰ】に基づき、熱中症リスク
を把握・評価し、それに応じた適切な対策を【Ⅱ】から選択して実施すること
を求めるものとなっています。

【Ⅰ】「熱中症リスクの評価」として

【Ⅱ】「熱中症リスクに応じた措置」として

第４〔熱中症防止対策と安全配慮義務との関係が問題となった近時の裁判例〕
サウジアラビアに出張中の男性労働者A（30歳代）が、平成25年8月17日か

ら屋外で浚渫船のバケット補修工事に従事していたところ熱中症を発症、死亡
した事案で、遺族に4800万円余りの損害賠償を支払うよう勤務先に命じた最
近の裁判例として、新星興業事件（福岡地小倉支判令6・2・13）があります。

判決は、熱中症の危険性及びその対策に関しては、平成8年、17年、21年の
各種通達、マニュアル、平成23年作成のパンフレット等により、事業者及び労
働者に繰り返し周知・注意喚起され、平成25年頃までには、その防止対策の
必要性は広く認識されていたと指摘したうえ、各通達は、WBGT値の計測、作
業環境管理、作業管理、健康管理、安全衛生教育、救急処置等について具体
的な対策内容を挙げ、相応の合理性を有することから、被告会社が負うべき
安全配慮義務の内容を検討する上で、参考とされるべきと判示します。

そのうえで、被告会社は、温度計で気温は適宜確認していたものの、湿
度について確認、記録した形跡はなく、通達等で重要性が指摘されている
WBGT値を確認する意識を欠いていたと述べます。本件工事現場は、日中
の気温が35度、暑さ指数が31度超、最大35度まで達していた可能性があり
熱中症発生リスクの高い作業環境であったと認め、被告会社は、そのような
環境で作業に従事させる労働者らの健康状態に留意し、水や食事の摂取状
況を把握し、作業開始時や休憩時はもちろん、作業中であっても、頻繁に巡
視、声をかけたりして健康状態等を把握し、体調がすぐれない労働者につい
ては作業を中止させるなどの措置を講ずべき義務があったとします。

特に、亡Aは平成25年8月18日の夕食時点で食欲不振の兆候が見られてい
たことから、被告会社は、その後の亡Aの食事の摂取状況や体調について十
分に留意すべきであり、翌19日の午前の作業開始前や作業中、休憩時、昼食
時、午後の作業開始時等の機会に亡Aの体調や食事の摂取の有無について
確認した上で、遅くとも、亡Aが同日の昼食を摂取しなかったとの事実が生じ
た後の午後の作業開始時頃までには、亡Aの作業を中止させるなどの措置を
講ずべき義務があったとします。

ところが、現場責任者は、同月19日の作業開始時から作業終了時にわたっ
て亡Aの食事の摂取状況について把握をせず、作業中に声をかけるなどして
亡Aの体調を確認した形跡もなく、その結果、亡Aは食欲がなく、昼食も摂取
しないまま、熱中症の発症リスクの高い午後の作業に従事することとなり、
これが亡Aの熱中症の発症ないし増悪に決定的な影響を与えた可能性は否
定し難く、これら各事情からすると、被告会社において、労働者の熱中症を
予防するための十分な措置を講じる安全配慮義務に違反したというべきで
あると判断しました。

第５〔ガイドラインは安全配慮義務の内容を検討する上で参考とされるべきもの〕
上記事件は、平成25年8月に生じたものですが、裁判所は本年3月のガイド

ラインが定める措置内容を安全配慮義務違反の成否を判断する際の基準と
するような判断をしています。以下、判決の重要部分とガイドラインとの対応
関係を検討します。

先ず、第３Ⓐに関し、平成25年の時点ですでに、厚労省の通達等から熱
中症の危険性についての予見可能性は広く認められていたとします。そのう
えで、被告会社は、第３【Ⅰ】２.のWBGT値の把握を行わず、【Ⅱ】のうち、
３.「作業管理」の⑥、食事の摂取状況を含めた４.の「健康管理」、そして何よ
りも、体調がすぐれない場合の作業中止など、６.「異常時の措置」を怠った
ことを、第３Ⓑの結果回避義務違反を肯定する事情として挙げます。亡Aは
現地での作業に入ってから2日目には食欲不振となり、3日目には昼食を摂取
しないまま熱中症発症リスクの高い午後の作業を続けました。4日目には作
業を休み病院を受診、日増しに容体は悪化し、9日目には集中治療室に搬送
され、数日後には死亡が確認されています。この経緯をみれば、３.「作業管
理」②の暑熱順化の期間が設定されていなかったことも考えられます。

厚労省のクールワークキャンペーンは、7月を熱中症予防の重点取組期間
とします。事業者は、ガイドラインの定める措置を適切に履行することで労
働者の命を救う可能性を高めることができます。改めてガイドラインの重要
性を噛みしめたいと思います。

一宮労務管理センター　特定社会保険労務士 　宮
み や た

田　雅
ま さ し

史
1992年社会保険労務士登録、2007年特定社会保険労務士付記。
司法・行政・民間の各ADR機関で調停委員等として労働事件等の紛争解決手続きに携わるほか、
特定社労士として代理人及び補佐人業務に従事する。
雇用労働相談センター相談員、金融機関の年金相談顧問。
仲裁ADR法学会、日本経営実務法学会、日本労働法学会会員。

① 労働衛生管理
体制の確立等

①各種管理者等の選任と役割、②作業手順・
作業計画の策定、③報告体制の整備及び手順
等の作成並びに周知

② 作業環境管理 ① WBGT 値の低減、②休憩場所の整備等

③ 作業管理
①作業時間の短縮等、②計画的に暑熱順化期
間を設定、③プレクーリング、④水分・塩分
の摂取、⑤服装による身体冷却、⑥高温多湿
作業場所の頻繁な巡視と健康状態の確認

④ 健康管理
①健康診断結果に基づく対応、②日常の健康
管理等、③作業従事者の健康状態・暑熱順化
の状況等の確認

⑤ 労働衛生教育 ①熱中症予防管理者の教育、②職長教育
③作業従事者向け教育

⑥ 異常時の措置
熱中症を疑わせる症状が現れた場合は、作業
から離し、涼しい場所で身体を冷やし、水分・
塩分を摂取させ、症状に応じ救急隊を要請

① 有害性要因の特定
有害性としては、①高温・多湿な作業環境、
②連続作業、③通気性・透湿性の低い衣服・
保護具、④身体負荷の大きい作業

② 湿球黒球温度の値
（WBGT値）の把握

JIS 規 格 に 適 合 し た WBGT（Wet Bulb 
Globe Temperature）指数計で実測

③ 熱中症リスクの
評価・検討

① WBGT 値による熱中症リスクの評価
②熱中症リスクの低減のための措置の検討

122026-7



当協会は、本年5月20日(水)、「愛知健康安全交流会」の総会を岡谷鋼機名古屋公会堂4階ホー
ルにて、開催しました。

はじめに、開会の挨拶として、本総会をもって任期満了により会長を退任する愛知健康安全交流会 
会長 永田 タカ子 氏(トヨタ自動車株式会社 安全健康推進部長)より、「現下、人材確保や高齢化、化
学物質管理や熱中症対策など、安全衛生を取り巻く課題が多様化しており、正しい知識と実効性あ
る対策が重要となっています。また、労働災害についても、死亡災害が減少する一方、精神障害に係る
労災認定件数は増加傾向にあり、安心して働くことができる職場づくりが求められています。

本交流会では、自律的な化学物質管理セミナーや異業種交流、事例共有等を通じ、県内で働く
方々の健康と安全の向上につながる活動を推進してきました。今後も愛知労働局と連携を深め、
会員企業相互の学びや気づきにつながる活動を展開して参ります。」旨の挨拶があり、最後に、在
任中の支援・協力に対し感謝の意が述べられました。

続いて、来賓の愛知労働局労働基準部 安全課長 堀口 健一 氏
より行政運営方針（安全健康部分）、高年齢労働者対策や外国
人労働者対策等について、また、健康課長 石川 真一 氏より業務
上疾病の発生状況、定期健康診断の有所見率、熱中症予防の強
化、治療と就業の両立支援指針やストレスチェックについて、講
話をいただきました。

総会では、議案として、「幹事改選（会長・副会長を含む選
任）」を上程し、可決されました。併せて、「2025年度事業報
告」、「2026年度事業計画」を報告しました。

総会終了後、サラヤ株式会社　サニテーション事業部 感染予防・食品衛生サポート部 中川 莉歌 氏より、「猛暑対策と夏場の感染症対
策」と題した講演が、特別講演として高知工科大学 経済・マネジメント学群 准教授 博士（心理学）秋保 亮太 氏より、「従業員の安全行動向
上に寄与するリーダーシップ」と題した講演が行われました。

この後、会員意見交換会では会員の方々の意見交換会が活発に行われました。

6月4日(木)、にししん文化会館（旧 西尾市文化会館）において西尾労働基準協会が主催し、岡崎労
働基準監督署西尾支署共催、当協会後援によるリスクアセスメントセミナーを開催しました。

はじめに主催者（西尾労働基準協会 安全部会長）、共催者（岡崎労働基準監督署西尾支署長 大
岡 秀明 氏）によるあいさつがあり、続いて第1部「全国安全週間説明会」では、岡崎労働基準監督署
西尾支署 山口監督官より全国安全週間に係る説明が行われました。

第2部「リスクアセスメントセミナー」では、西尾労働基準協会 専務理事 柵木 清孝 氏より今後、管
理の義務化が想定される分野（動力挟まれ、重量物、車両、転落、感電、熱）について具体的事例を
交えた講演が行われました。

講演では、なぜ化学物質管理の義務化が先行したのか、リスクアセスメントの経緯を整理したうえ
で、今後義務化が見込まれる分野についても、初めから統一した考え方でマネジメントを行うことが、
結果として経営ロスの防止につながるとの説明がありました。

会場にお越しいただいた約150名の参加者の皆さまは、メモを取りながら熱心に聴講されており、
こうした高い関心に支えられ、本セミナーは盛況のうちに終了しました。

愛知健康安全交流会　第 2 回総会　開催報告

リスクアセスメントセミナーをにししん文化会館で開催

トヨタ自動車（株）
安全健康推進部長 永田 氏

サラヤ㈱　中川 氏 サラヤ熱中症対策展示ブース

愛知労働局 安全課長 堀口 氏

西尾支署長 大岡 氏

西尾協会 専務理事 柵木 氏

高知工科大学　准教授　秋保 氏 意見交換会の様子

同 健康課長 石川 氏
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愛知県下各労働基準協会では、令和4年4月より一般社団法人名北労働基準協会事務局内に「企業の労働110番労働相談室」を
設置し、社会保険労務士等の専門相談員が、愛知県下全域の労働基準協会の会員企業さまへの、無料労働相談を行っています。

毎年８月は"労働基準協会労働相談業務周知月間"とし、臨時の出張労働相談室を開設しておりますので、ぜひご利用ください。

8月27日(木)開催予定の「１０の労働トラブル防止無料セミナー」については、今号に封入のチラシをご確認ください。

毎年８月は " 労働基準協会労働相談業務周知月間 " です
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技 能 講 習 等 講 習 会 予 定 表
学　科 実　技

日 会　場 日 会　場 日 会　場

技
能
講
習

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転

（
31
H
コ
ー
ス
）

7月

7 とよはし産業人材教育センター 8.9.10 とよはし産業人材教育センター
8 日本製鉄人材育成センター（旧NSB） 9.10.13 日本製鉄人材育成センター（旧NSB） 14.15.16 日本製鉄人材育成センター（旧NSB）
10 カバハウス 11.12.13 トヨタ教育センター 18.19.20 トヨタ教育センター
16 日本製鉄人材育成センター（旧NSB） 17.21.22 日本製鉄人材育成センター（旧NSB） 23.24.27 日本製鉄人材育成センター（旧NSB）
20 アイシン教育センター 21.22.23 アイシン教育センター
28 日本製鉄人材育成センター（旧NSB） 29.30.31 日本製鉄人材育成センター（旧NSB） 8/3.4.5 日本製鉄人材育成センター（旧NSB）

8月
3 アイシン教育センター 4.5.6 アイシン教育センター
17 日本製鉄人材育成センター（旧NSB） 18.19.20 日本製鉄人材育成センター（旧NSB） 21.24.25 日本製鉄人材育成センター（旧NSB）

9月

4 豊田商工会議所 5.6.7 トヨタ教育センター 12.13.14 トヨタ教育センター
9 日本製鉄人材育成センター（旧NSB） 10.11.14 日本製鉄人材育成センター（旧NSB） 15.16.17 日本製鉄人材育成センター（旧NSB）
14 アイシン教育センター 15.16.17 アイシン教育センター
17 日本製鉄人材育成センター（旧NSB） 18.24.25 日本製鉄人材育成センター（旧NSB） 28.29.30 日本製鉄人材育成センター（旧NSB）
30 江南市民文化会館 10/4.11.18 トヨタ L&F小牧

講習会 会場 7月 ８月 9月

特
別
教
育

粉じん【学科 1日】 ポーラ名古屋ビル 17

低圧電気	
【学科 1日実技 1日】 ポーラ名古屋ビル

（学）27 （学）19 （学）3
（実）28or29（実）20or21（実）4or7

電気自動車等整備業務
【学科・実技 1日】 名鉄自動車専門学校

24
28

石綿使用建築物等解体等業務
特別教育【学科 1日】 ポーラ名古屋ビル 17

フルハーネス（6Ｈ）
【学科・実技 1日】 ポーラ名古屋ビル

10 10 25
13 26 28

31

テールゲートリフター特別
教育【学科・実技 1日】 アイシン教育センター

（学）8
（実）8

Ｘ線装置・γ線照射装置取扱業務 ポーラ名古屋ビル 1

能
力
向
上
等

安全衛生推進者【学科 2日】ポーラ名古屋ビル 13.14 17.18
衛生推進者【学科 1日】ポーラ名古屋ビル 30

局所排気装置等自主検査者
【学科 2日実技 1日】

ポーラ名古屋ビル
（学）8.9
（実）10or11or14

SDG㈱
（学）6.7
（実）8

マスクフィットテスト【学科1日】岡谷鋼機公会堂 18
建築物石綿調査者【学科2日】ポーラ名古屋ビル 21.22 15.16
工作物石綿調査者【学科2日】ポーラ名古屋ビル 30.31 27.28 7.8
化学物質管理者【学科2日】ポーラ名古屋ビル 16.17 23.24
化学物質管理者【学科1日】ポーラ名古屋ビル 11

勉
強
会

衛生管理者 (一種）
【学科 4日】 ポーラ名古屋ビル 15.16.17.18

講習会 会場 7月 ８月 9月

技

能

講

習

ガス溶接	
【学科 1日 実技 1日】

（学）ポーラ名古屋ビル 27 17 18
（実）トヨタ教育センター 8/1 22 26
（学）西尾コンベンションホール 2
（実）アイシン素形材生技部 5

酸素欠乏・硫化水素	
危険作業主任者	

【学科 2日 実技 1日】

ポーラ名古屋ビル

（学）13.14 （学）4.5 （学）1.2
（実）15or16（実）6or7 （実）3or4
（学）21.22 （学）18.19 （学）7.8
（実）23or24（実）20or21（実）9or10
（学）28.29 （学）26.27 （学）22.23
（実）30or31（実）28or29（実）24or25

カバハウス （学）6.7
トヨタ教育センター （実）8or9

とよはし産業人材教育セン
ター

（学）14.15
（実）16or17

アイプラザ半田
（学）17.18
（実）19or20

有機溶剤	
作業主任者	
【学科 2日】

ポーラ名古屋ビル
21.22 4.5 14.15
28.29 17.18 21.22

26.27 29.30
アイプラザ豊橋 25.26
豊田商工会議所 17.18
トヨタ教育センター 27.28

特定化学物質	
及び	

四アルキル鉛等	
作業主任者	
【学科 2日】

ポーラ名古屋ビル
2.3 5.6 1.2
8.9 18.19 16.17
23.24 24.25 30.10/1

西尾コンベンションホール 16.17
アイプラザ豊橋 1.2
豊田商工会議所 28.29
とよはし産業人材教育センター 27.28

プレス機械作業	
主任者【学科 2日】

ポーラ名古屋ビル 14.15 28.29
とよはし産業人材教育センター 16.17
豊田スタジアム 21.22

乾燥設備作業主任者
【学科 2日】

ポーラ名古屋ビル 1.2 3.4 22.23
産業技術センター 24.25
とよはし産業人材教育センター 28.29

はい作業主任者【学科2日】ポーラ名古屋ビル 9.10 1.2

石綿作業主任者	
【学科 2日】 ポーラ名古屋ビル

9.10 10.11 11.12
28.29

鉛作業主任者【学科 2日】ポーラ名古屋ビル 24.25

高所作業車	
【学科１日 実技１日】 ポリテクセンター

（学）24
（実）28or29or30

特

別

教

育

アーク溶接	
【学科1.5日実技1.5日】

（学）SDG 13.14 24.25
（実）SDG 15or16 26or27
（学）ポーラ名古屋ビル 5.6
（実）大同特殊鋼 12

自由研削といし取替・試運転
【学科・実技 1日】 ポーラ名古屋ビル

6 3 21
8 31

機械研削といし 取替 試運転
【学科 1日実技 0.5日】

豊田福祉センター （学）29
トヨタ教育センター （実）30or31

産業用ロボット
（検査・教示 )

【学科 2日実技 1日】

（学）エイジェック
（実）エイジェック

6.7 7.8
8or9or10 9or10or11

（学）ポーラ名古屋ビル 24.25
（実）エイジェック 26or27or28
（実）TECNO REACH 26or27or28
（実）カワサキロボットスクール 26
（学）カバハウス 3.4
（実）トヨタ教育センター 5or6or7
（学）キラッ★とよた 1.2
（実）トヨタ教育センター 8or9or10

研修などの名称 ７月 8月 9月

愛知産業安全衛生大会 7　
岡谷鋼機名古屋公会堂

労働法の基礎を分かりやすく学ぶ
無料セミナー

16
愛知県技術開発交流センター

6 
豊田商工会議所

25
アイプラザ半田

元労働基準監督官が詳解する
臨検監督への対応セミナー
（製造業における安全衛生編）

17

自律的な化学物質管理の進め方
( 基礎編 )

31
ウインクあいち

従業員の健康確保・両立支援等に向けた
事例発表～治療と仕事の両立支援～

7
ウインクあいち

リスクアセスメントセミナー＆
ラウンドテーブル

28
岡谷鋼機名古屋公会堂

産業保健ラウンドテーブル 29
ウインクあいち

上記で会場の記載のないものはポーラ名古屋ビルで実施します。

技
能
講
習

フォークリフト
外国語コース

英語・ベトナム語・
ポルトガル語

学科	
【2日】

7/4.5
実技	
【３日】

7/6.7.8

ポーラ名古屋ビル 日本製鉄人材育成
センター（旧NSB）

インドネシア語・
英語・中国語・
ベトナム語

学科	
【2日】

9/5.6
実技	
【３日】

9/7.8.9

ポーラ名古屋ビル 日本製鉄人材育成
センター（旧NSB）

ガス外国語
コース

英語・中国語・ベトナム語・
ポルトガル語座・ベトナム語

学科	
【2日】

8/22.23 実技	
【1日】

8/24

ポーラ名古屋ビル トヨタ教育センター

石綿作業主任者
外国語コース トルコ語 学科	

【３日】
7/18.19.20

ポーラ名古屋ビル

特
別
教
育

アーク溶接
外国語コース

ベトナム語・
ポルトガル語

学科
【2.5日】

9/12.13.14 実技
【0.5日】

9/14

ポーラ名古屋ビル トヨタ教育センター

実技
【1日】

9/15

ポーラ名古屋ビル

日付の の表示は、土・日・祝日です。

2026-715


